
   様式２(第３の６関係) 

会 議 の 概 要 

１ 会  議  名 

  (審議会等名) 

令和５年度（2023年度）第３回宝塚市個人情報保護・情報公開審議会 

（宝塚市個人情報保護・情報公開審議会） 

２ 開 催 日 時 令和６年（2024年）３月２５日（月）午後２時から２時間程度 

３ 開 催 場 所 宝塚市役所４階 研修室 

４ 出 席 委 員 

 

委員７名 

 古賀広志委員、小林孝史委員、岡本英子委員、中井勝章委員、谷口史則委

員、高屋舗純子委員、西城敦士委員 

５ 公開不可・一部不可  

の場合の理由 

 

 

６ 傍 聴 者 数 ０人 

７ 公開の可否 ■可   □不可   □一部不可 

８ 議題及び結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

１ 議題 

（１）業務における情報技術（kintone(キントーン)）運用ルールの一部変更に

ついて（報告） 

（２）データ利活用における個人情報を元にした統計データの作成や共有の基

準について（報告） 

（３）宝塚市個人情報の保護に関する法律施行細則の改正について（諮問） 

（４）令和５年度に発生した保有個人情報の漏えい事案について（報告） 

 

２ 審議結果の概要 

議事（１）については、情報技術（kintone(キントーン)）運用ルールの一

部変更について経営改革推進課から報告した。運用ルールの変更に伴い、市

以外の事業者がkintoneにアクセスできるようになることから、認証の方法

などセキュリティをどのように確保するかについて質疑があった。 

  議事（２）については、データ利活用における個人情報を元にした統計デ

ータの作成や共有の基準について経営改革推進課から報告した。委員からは

、データを有効に利活用することで、市民や行政にとって良い影響を及ぼす

ことを踏まえ、この取り組みを積極的に進めることを求める声も上がった。 

  議事（３）については、宝塚市個人情報の保護に関する法律施行細則の改

正について総務部総務課より説明した。 

  個人情報を取り扱う委託業務の受託者と事務従事者が、連署で誓約書を提

出するという規定に、例外規定を設けるものである。本規定は、委託先にお

ける個人情報の適切な取扱いを確保するため、必要なものであり、例外規定

の適用は必要最低限にとどめることを確認し、答申にも盛り込んだ。 

  議事（４）については、令和５年度に発生した保有個人情報の漏えい事案

について総務部総務課から報告した。漏えい状況の質疑や今後の対策につい

て意見があった。 

  その他として、４月１日付けの委員１名の交代について委員に諮り、承認

された。 


